
 

 

国民健康保険被保険者証（保険証）の裏面について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記入の有無にかかわらず、「意思表示保護シール」を貼ってご利用ください 

臓器提供意思表示欄の記入についての Q＆A 

Q1 臓器提供に関する意思表示は必ず保険証に記入しなければなりませんか？ 

A1 意思表示の記入は任意で、記入を義務付けるものではありません。 

Q2 意思表示の記載内容を変更するには？ 

A2 保護シールを貼ったあとに内容を訂正する場合は、シールをはがして、二重線

を引くなどで訂正してください。新しい保護シールは市民課窓口にあります。 


